
　パスポートは､外務大臣が発行する重要な公文書です。

　外国において「あなた」が日本国民であることを証明できる
唯一のものであり、「あなた」が安全に旅行できるよう外国政府
に対して要請するものです。

◆パスポート中に記載の「外務省からのお願い」は必ずお読みください｡

◆このパスポートにはＩＣチップが入っています｡
・電子機器ですので、強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に
　保管したりすると、異常をきたす恐れがありますので、お取扱いには十分
　気をつけてください。

◆パスポートの2ページ（記載事項）を確認してください｡
氏　　名
生年月日
性　　別
本　　籍
写　　真

裏面も必ずお読みください｡

パスポートを受け取ったら重要
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●発行国＝日本 ●旅券番号

●氏名
　ヘボン式ローマ字(原則)

●生年月日
　06　JAN　2000
　(日) (月)  (年)　　

●性別
　M…MALE(男性)
　F…FEMALE(女性)　　

●本人のサイン

●発行年月日

●有効期間満了日
   (10年旅券の場合)
   17　SEP　2036
　(日)  (月)  (年) 

●発行官庁＝外務省

●機械読み取り部分

●Passportの頭文字

PPJPNSHIZUOKA<<TARO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

XA12345678JPN1234567M1234567<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<02

XA1234567

SHIZUOKAM

17  SEP   2026

17  SEP   2036

必ず、お確かめください。
もし、間違いがあった場合には、すぐお申し出ください。



◆最終頁に緊急連絡先が記入できます｡
・事故、急病、緊急に連絡を要する場合等の連絡先です。

・記入は任意です。

（日本語で大丈夫です）

・このページだけは、ご自身で訂正できます。

（修正液や修正テープは不可）

※ パスポートにはメモ、落書きの記入、シールの添付、

　 観光スタンプ等、一切しないでください。

　なりかねませんので、大切に取り扱ってください。

※ 海外では、パスポートの紛失や盗難が非常に増えていますので、ご注意ください。

 （万一の紛失・盗難に備えて、旅券番号と発行年月日を控えておくか、２ページ目のコピー

 　を取っておくと便利です）

◆帰国後の注意
・パスポートは紛失しないよう大切に保管してください。有効中のパスポートを紛失

　したり盗難に遭ったりした場合には、最寄りの市町の旅券窓口まで届け出てください。

◆氏名や本籍地の変更
・パスポートの記載事項（氏名・本籍）に変更があった場合には、遅滞なく、記載事項

　変更の手続きを行ってください。

※残存有効期間が残り少ない（２～３年）場合は改めて旅券の発給申請を行うのがお勧めです。

◆残りの有効期間の確認をお忘れなく
・外国入国時やビザの発給を受ける時に、パスポートの残存有効期間が一定期間以上

   残っていることが必要です。

　必要な残存有効期間は、滞在期間や入国目的等によって国ごとに異なります。

　残存有効期間を確認し、不足する場合はパスポートの切替申請をお願いします。

・なお、切替申請は、原則として、残存有効期間が１年未満になった場合にすること

　ができます。

　この場合、残存有効期間はなくなり新たに有効期間が始まります。

※次回の申請には、必ずこのパスポートをお持ちください。

お問い合わせは・・・

最寄りの市町の旅券窓口へお願いします。

静岡県旅券室ホームページ

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/passport/index.html

外務省ホームページ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

裏面も必ずお読みください。

◆海外旅行中の注意
・パスポートを紛失した場合には、現地の警察と日本大使館（領事館）へ届け出て、

　再発行の手続きを行うか、「帰国のための渡航書」を発給してもらってください。

・パスポートがひどく汚れると、出入国の際に誤解を招き、トラブルの原因に


